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令和 5年 1月 1日 改訂 



（事業の目的） 

第１条 この規定は介護付有料老人ホームひだまりの家入居契約書（以下「契約書」という）第５条 

の規定に基づき「介護付有料老人ホームひだまりの家」（以下「施設」という）の管理、運営並びに

利用に関する事項を定めたもので、入居者並びに来訪者（以下「入居者等」という）が快適で心身

とも充実、安定した生活を営むことに資するとともに、施設の良好な生活環境を確保することを目的

とします。 

 

（管理運営組織） 

第２条 施設の管理、運営のために下記の部門を設置し、施設長の統括の下に施設職員が次の 

部門を担当します。職員の配置は、基本的に「重要事項説明書」の通りですが、入居状況により変

化する場合があります。 

（1） 介護部門 

（2） 健康管理部門 

（3） 事務管理部門 

（4） 生活相談・助言部門 

 

（管理・運営業務） 

第３条 施設では次の業務を行います。 

（1） 施設及び共有施設の維持、補修、管理、清掃、消毒及び塵芥処理に関する業務 

（2） 居室及びその備え付け設備についての定期点検、補修並びに取り替え等に関する業務 

（3） 入居者に対する各種サービス提供業務 

（4） 防犯・防災に関する業務 

（5） 広報・連絡及び渉外業務 

 

（入居者台帳の整備） 

第４条 施設では入居者とその身元引受人等の方の氏名と連絡先を記載した入居者台帳を整備 

し、緊急時に対応できる体制を作ります。  

 

（居室の整備及び利用） 

第５条 入居者などは、居室及びその備え付け設備（以下「専用施設等」と言う。）を別表Ⅰ「専用 

施設等の利用について」に基づいて、これを利用するものとします。 

 

（共用部分・共用施設及び供用設備の利用） 

第６条 共用部分・共用施設及び共用設備（以下「共用施設等」と言う。）を別表Ⅱ「共用施設等の 

ご利用について」に基づいて、これを利用するものとします。 

 

（施設台帳の整備） 

第７条 施設の居室と共用施設等の台帳を整備し、これを事務所に備え付けておきます。 

 

 



（利用できる各種サービス） 

第８条 当施設は、入居者に対して次のサービスを提供します。その具体的な内容と費用及びサ

ービスの内容については、別表Ⅲ「サービス一覧表」の通りとします。 

 

➀ 食事サービス 

（ア） 原則として 1日 3食を提供する体制を整えます。 

（イ） 医師の指導による治療食などの特別食を提供します。 

（ウ） 食事サービスの提供は、別表Ⅲ－1「食事サービス」に従って行います。 

② 生活サービス 

 家事全般に関するサービスや生活利便に関するサービスは、別表Ⅲ－2「生活サービス」 

 に従って行います。 

③ 健康管理サービス 

（ア） 原則年 2回の健康診断を別表４－１に従って行います。 

（イ） 協力医療機関及び協力歯科医療機関を定め、適切な治療が受けられるよう必要な協力

を別表Ⅳ－２「健康管理サービス（治療への協力）」に従って行います。 

④ 介護サービス 

（ア） 施設において提供する介護予防・介護サービスについては、介護保険法令に示された

指定基準等により、介護サービス等の一覧表を作成して、介護予防・介護サービスを提供

します。この介護サービスには要支援者または用介護者に対する特定施設等サービス計

画に基づく「特定施設入居者生活介護（予防含む）」サービスを含みます。 

（イ） 介護予防・介護サービスの内容については、別表Ⅲ－４「介護サービス等の一覧表」の通

りです。 

（ウ） 介護予防または介護が提供される場所は居室とします。 

（エ） 介護職員、看護職員等の配置状況については、原則として「重要事項」説明書」の通りで

すが、入居者数、要支援者数又は要介護者数の変動等により、配置状況が変わることが

あります。 

（オ） 介護予防又は介護の場所の変更については入居契約書第１４条の規定に従って行いま

す。 

（カ） 施設は入居契約書第６条５項により、介護予防又は介護サービスの提供に当たっては入

居者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く身体拘束その他入居

者の行動を制限する行為を行いません。但し、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、

その様態及び時間、その際の入居者の心身状況、緊急止むを得なかった理由を記録し２

年間保存するとともに、家族等の要求がある場合及び監督機関などの指示等がある場合

は、これを開示します。 

⑤ レクリエーション等 

 文化、余興利用活動や運動、娯楽等のレクリエーションに関する生活支援を行います。 

⑥ 生活相談、助言サービス 

 入居者の生活全般に関する諸問題について、相談や助言を、別表Ⅳ－４「生活相談・助言

サービス」に従って行います。 

 



⑦ その他の支援サービス 

    施設はこの他にも施設において一般的に対応できる様々な支援サービスを提供します。 

 

（費用） 

第９条 費用は以下の通り 

（１） 月額利用料（賃料、管理費、食費）などの諸費用については、契約書によります。 

（２） 月額利用料のうち、管理費は次の経費に充当します。 

(ア) 事務管理部門維持、建物維持管理費、居室の水道光熱費等 

(イ) 管理費は長期不在の場合であっても規定の金額を支払うものとします。 

（３） 食事についての取り扱い 

(ア) 食費は月額 60,000円とします。（31日の場合は 62,000円）（１日当たり 2,000円） 

(イ) 入院等で長期不在の場合、その期間の食費は返金します。 

（４） 入居者が購読する新聞代、ＮＨＫ受信料、電話料これに類する公共料金については、 

これを提供する事業体の料金規定及び支払い方法に従うものとします。 

また、これらの料金の変更は、それぞれの変更に従います。 

（５） 支払い方法 

費用の支払いについては、原則として利用者及び身元引受人名義の銀行普通預金口

座より引き落とすものとします。 

（６） 会計帳簿の整備 

施設では、伝票、請求書、領収書等を整理して、金銭出納帳、元帳等の会計帳簿を整備

し、これを事務室に備え付けておきます。 

 

（運営懇談会） 

第１０条 入居者契約書第 7 条の規定に基づき、ホームと入居者等からなる「運営懇談会」を設置

します。但し、運営懇談会出席者の便宜を図るため、個別相談会をもって運営懇談会に代えること

ができるものとします。 

 

（施設への届出様式） 

第１１条 施設に届け出る必要のあるものは、それぞれ下記の様式により届け出るものとします。 

（１） 長期不在にする場合（様式１） 

（２） 契約書第２０条に基づく居室の造作模様替えを行う場合（様式２） 

（３） 契約書第２９条に基づく中途解約の告知を行う場合（様式３） 

（４） 契約書第３５条に基づく身元引受人の変更を行う場合（様式４） 

（５） 居室及び共用施設等建物、設備の一部を汚損、破損した場合（様式５） 

（６） 来訪者が施設に宿泊しようとする場合（様式６） 

（７） 施設内で食事をしない場合（様式７） 

 

附 則       この規程は、令和５年１月１日から施行する。 

 



【別表Ⅰ】 

 

専用施設等の利用について 

 
１ 居室の鍵 

   居室の鍵は原則お渡しします。例外的に、入居者が管理できないと判断した場合には、身元引受人 

   の同意のもと、施設で責任を持って保管いたします。 

 

２ テレビ・ラジオ等、音響機器の利用 

   テレビ・ラジオ等音響機器のご利用は、他の入居者様のご迷惑にならない様にして下さい。 

 

３ 修理・造作模様替え 

   居室の修理・造作・模様替えを行いたい場合は、予め書面（様式２）によりご相談下さい。 

   建物本体に悪影響があったり、安全性や衛生面等で問題がない限り、特に禁止するものでは 

   ありません。但し、その場合の施工は施設指定の業者といたします。 

 

４ 外部から来訪者がある場合 

   外部から来訪される場合は、受付に備え付けの『来館受付簿」にご記入下さい。また、外部からの来 

   訪者が居室で宿泊される場合は、予め書面（様式６）により施設の了解を取ってください。 

 

５ 備え付け設備の修理・取替 

   居室に備え付けられた設備は次のものです。 

   エアコン、照明器具、ナースコール、水洗トイレ（ウォシュレット）、洗面台、温水器、カーテン。 

   入居者が、これら設備を汚損、破損した場合は、入居者又は身元引受人等で修理して頂きます。 

 

６ 長期不在中の居室の保全 

   入院、旅行等のため、居室を１ヶ月以上留守にされる場合は、鍵をかけて管理しますが、施設保 

   全（換気・清掃等）のため、職員が居室に出入りする事があります。 

 

７ 緊急時の設備・対応等 

  ① 緊急設備 各専用居室及び共用施設には、火災時に反応する各種スプリンクラー、自動 

           火災報知設備、非常放送設備、及び各階には、消火器、消火栓を設置しています。 

  ② 避難設備 避難階段として外部階段、スローダン、避難梯子があります。 

 

 

 

 

 

 



【別表Ⅱ】 

 

共用設備等のご利用について 
項目 利用時間 利用方法 

事務及び受付  平日 9時～18時 

・月曜日～金曜日（9：00～18：00事務担当在室） 

土、日、祝日、夜間（18：00～9：00）については、 

事務担当が不在となりますので、直接、介護職員に 

声をかけて下さい。 

・来訪者の方は、必ずお声かけ頂くとともに 

『来館受付票』にご記入頂きますようお願いします。 

・郵便物や配達物は、直接お部屋までお届け致しま

す。 

正面玄関 
 9時～18時 

 常時閉鎖 

・時間外に出入りする必要がある場合、職員まで申し

出てください。（左記上記の時間は施錠されます） 

食   堂 

 

朝食  8：00 ～  9：30 

昼食 12：00 ～ 13：30 

夕食 18：00 ～ 19：30 

 

 廃棄 

 

・食堂を利用されない場合には、有料にて居室への

配膳サービスをうけたまわります。 

・食事時間になりましたら、職員がお声掛けをいたし

ます。必要な方には、誘導、介助を致します。 

・食事の時間以外にも、寛ぎの場、入居者様どうしの

交流の場等としてご利用下さい。 

・機能訓練（嚥下体操・体操）、レクリエーション、各種

イベントの会場として使用します。 

リビング  随時 
・日常の団欒、寛ぎと語らいの場として、又、入居者様

どうしの交流の場等としてご利用下さい。 

共同浴室  9：30 ～ 17：00 
・個別浴室と特別浴室（機械浴室）があります。 

・原則週 2回、決められた入浴日にお入り頂きます。 

防災設備  

・居室、廊下、食堂などには、各種スプリンクラーが設

置してあります。 

・火災等による停電時には、非常用照明及び誘導灯

が点灯します。 

通報設備  
ナースコールはスタッフルームに繋がります。介護職

員又は看護師が対応致しいたします。 

機能訓練スペース  
・介護計画に基づき、必要な利用者様に、機能訓練

指導員がリハビリを行います。 

共用トイレ  ・各階にあります。 

駐 車 場  ・１５台の車両が駐車できます。大型車可） 

 

 



【別表Ⅲ】 

サービス一覧表 

項 目 内 容 費 用 

洗    濯 

 

ひだまりの家にてお洗濯させていただきます。 

（但し、クリーニングの必要なものに関しては、 

別途費用がかかります。） 

 

5,500円 

病院通院 ご要望に応じて行います。（要予約） 

2,750 円/1回（1 間以内） 

以後、1,325 円/30 分 

（交通費実費） 

役所手続同行・代行

買い物の同行・代行 

入居者様に同行、あるいは代わりに、 

役所の各種各手続や、買い物を行います。 

2,750 円/1回（1 間以内） 

以後、1,325 円/30 分 

（交通費実費） 

おむつ・ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙ 

ティッシュﾍﾟｰﾊﾟｰ類 

1 ヶ月 ￥1,100 

（ひだまりの家でも販売しております。） 
個 別 

医療費 訪問診療(往診)・訪問歯科診療・病院の受診、お薬代。 医療保険に基づき負担 

服薬管理 必要に応じて服薬管理指導を行います。 介護保険に基づき負担 

治療食 カロリー調整・塩分調整・塩分タンパク調整等治療食 +50円程度 

趣味活動 
コピー代等 １ヶ月 ￥1,000 

内容によっては費用負担が必要となります。 

1,000円/1 ヶ月 

材料費、旅行費 

寝具貸出し料金 
ご入居者様のお部屋にお泊りの際、 

寝具一式をご用意致します。 
1泊 3,600円 

食事代 
ご入居者様とご一緒に 

ひだまりの家のお食事を召し上がって頂けます。 

朝食 500円 

昼食 750円 

夕食 750円 

 

 

 

 

 

 

 



【別表Ⅲ－１】 

 

食 事 サ ー ビ ス 
項   目 内   容 料   金 

食事時間 

 

朝食    ８:００ ～ ９:３０ 

 

昼食   １２:００ ～ １３:３０ 

 

夕食   １８:００ ～ １９:３０ 

 

※ 配膳後、２時間経過したものは廃棄処分と

します。 

 

（朝食）  ５００円 

 

（昼食）  ７５０円 

 

（夕食）  ７５０円 

  ２，０００円（１日） 

治療食 

 

慢性病等のため、又は一次的に治療食の必要

な方には、医師の指示を受けて、治療食を提

供します。（カロリー調整・塩分調整等） 

ミキサー食 

 

+５０円程度（１食） 

居室で食事 

 

病気等の理由により食堂で食事ができない場

合、あるいは居室での食事を希望される場合

は、居室まで食事をお届けします。 

 

１食 １１０円 

 

※ 食事が必要ない場合、３日前までに職員又は事務所にご連絡下さい。 

※ 病院・歯科医院より食事に関する指示書（食事箋）が出ている場合は、ご提示ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【別表Ⅲ－２】 

 

生 活 サ ー ビ ス 

項    目 内    容 料    金 

事務担当 

 

・職員による次のサービスを提供し ます。 

 

・来訪者の受付・取次ぎ、不在時の伝言・郵便

物・新聞・雑誌その他配達の受付、保管、手渡

し、鍵の 管理、タクシー、ハイヤー等の配車手

配他 

 

管理費に含まれるため不要 

外部業者の取扱い 

 

・入居者の日常生活に必要な業者 （クリーニン

グ店、食料品店、生花 店等） 

 

各業者の料金によります 

代    行 

 

介護サービス一覧表及びサービス料金表をご参照ください 

 

居室清掃等 

 

・毎日、スタッフが居室を清掃いたします。 

 

5,500 円/月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【別表Ⅵ－１】 

 

健康管理サービス 

 
項    目 内    容 料    金 備    考 

定期健診 健康診断 自費 

 

年２回協力医療機関にて対応 

 

健康管理 個人別健康管理 医療保険分は実費 

 

医師・看護師による健康情報の継続

的管理（随時相談受付） 

 

慢性疾患管理 

 

入居者の慢性疾患によるすいては、その状況に応じて個別に対応します。 

 

 

※ 健康相談等の党施設のサービスは含まれます。 

 

※ 医療保険・介護保険利用の際、費用は自己負担となります。 

 

※  入居者の「掛かりつけ」の病院・医師・歯科医院・歯科医師への問い合わせについて、「掛かりつけ」  

の病院等にて継続して健康診断や診察を受けることは差し支えありません。 

   但し、施設として、緊急時等の対応のため、入居者の健康状態を把握しておく必要がありますので、 

掛かりつけの病院等で、夜間、休日、緊急時に対応して頂けない場合は、当施設の協力医療機関 

にて受診をお願いする場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【別表Ⅵ－２】 

 

健康管理サービス（治療への協力） 
 

病気または怪我により、診断・治療が必要となった場合、職員が下記のサービスを提供します。 

 

記 

 

項   目 内   容 料   金 予約 

 

 

 

 

 

 

 

 

日常医療支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 通院介助 

・受診のための送り迎え 

・受診中の付添い 

・事務手続代行 

（ご本人またはご家族の同意を得て） 

 

2,750 円/1回（1 間以内） 

以後、1,325 円/30 分 

 

（交通費実費） 

 

 

 

 

要 

 

② 入院・退院 

・入院・退院の送り迎え 

・入院、退院に伴う介助、同行 

・事務手続代行 

（ご本人またはご家族の同意を得て） 

 

2,750 円/1回（1 間以内） 

以後、1,325 円/30 分 

 

（交通費実費） 

 

 

・入院中の郵便物、洗濯物のお届け 

 

週１回無料 

2回目以降 1,100 円/日 

 

要 

 

緊急対応 

 

 

 

急に具合が悪くなった場合は、職員がその内容を協力医療機関に連絡し、指示を受け

ます。 

当施設の協力医療機関にて受診されていない入居者については、入居者指定の医療

機関に連絡し指示を受けます。 

 

 

※ 医療費について 

  傷病により、治療および入院が必要な場合は、医療保険診療が適用されます。 

  その場合、一部自己負担及び医療保険適用外のものについては入居者の負担となります。 

 

 

 



【別表Ⅵ－４】 

 

生活相談・助言サービス 
 

項   目 内   容 料   金 予   約 

 

生活相談・助言 

 

 

・日常生活における入居者の心配事や 

 悩みなどについては、職員がいつで 

も相談に応じます。 

 

 例えば 

  食事、健康面、趣味、人間関係等 

 

 

 

 

管理費に含まれる 

ため不要 

 

  

・税務・法律等に関する相談は、ホー 

 ム弁護士、税理士等の専門家を紹 

介します。 

 

 

 

・紹介料は不要 

・相談等の料金が 

必要となる場合 

があります。 

 

弁護士、税理士等の相

談の場合、事前に予約

が必要です。 

 

成年後見人制度に 

ついて 

 

・高齢になって判断能力が低下し日常

の生活や財産の管理が不自由になった

場合に備え、その世話や事務を代行す

る後見人をあらかじめ指名しておいたり

（任意後見）、その準備がなく、判断能

力が失われた時には、家族や市町村長

などが、家庭裁判所に後見人の選任を

申し立てたり（法廷後見）できる制度で

す。 

 

 

後見人等への報酬

が必要で、その費

用は内容によって

異なります。 

 

 

※ 身元引受人変更に関するご相談についても随時応じます。 


